
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３６回小浜市農業委員会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と き 令和８年５月２８日（木）午後４時００分 

 

と こ ろ 小浜市役所  ３階  ３０２会議室 



出席委員 

１番 岡田昌樹 ２番 早俊夫 ３番 福永信明 

４番 赤尾裕子 ５番 河嶋幸男 ６番 和田千代 

７番 東清俊 ８番 内田篤宏 ９番 岡本康次 

１０番 松尾志信   

 

欠席委員 

   

   

 

遅刻委員 

   

   

 

出席事務局畑中課長、奥村、荒木、時岡 

 

令和８年５月２８日（木）午後４時００分小浜市役所３階３０２会議室におい

て、第３６回小浜市農業委員会を開催する。 

 

 

提出議案は、次のとおり 

 

議案第１５７号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第１５８号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第１５９号 現況証明申請について 

議案第１６０号 令和７年度の目標およびその達成に向けた活動の点検・評価 

議案第１６１号 令和８年度最適化活動の目標の設定等について 

 

報告第４３号  相続等権利取得の届出による受理通知書の発行について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【議長】ただいまより第３６回小浜市農業委員会を開催いたします。 

（会長あいさつ） 

それでは、事務局より報告をお願いします。 

＜事務局長より５月の農業委員会関係活動報告を行う＞ 

【議長】次に今月の議案審議に入ります前に、小浜市農業委員会会議規則第１４条の規定に

より、本日の会議の議事録署名人として９番岡本委員、１番岡田委員を指名いたします。な

お、現地調査委員は、６番和田委員、７番東委員でした。 

それでは、『議案第１５７号農地法第３条の規定による許可申請について』を上程いたし

ます。事務局の説明を求めます。 

＜事務局説明する＞ 

【議長】続いて、現地調査委員の報告を求めます。 

＜現地調査委員報告する＞ 

【議長】それでは、ご審議願います。 

（審議） 

【議長】ご意見ないですか。ないようですので、原案どおり許可することに賛成の方は挙手

を願います。 

（全員挙手） 

【議長】挙手全員ですので、『議案第１５７号農地法第３条の規定による許可申請について』

は、原案どおり決定とさせていただきます。 

続きまして、『議案第１５８号農地法第５条第１項の規定による許可申請について』を上

程いたします。事務局の説明を求めます。 

＜事務局説明する＞ 

【議長】続いて、現地調査委員の報告を求めます。 

＜現地調査委員報告する＞ 

【議長】それでは、ご審議願います。 

【４番委員】前回の時にこの問題が話し合われた結果で今回こういう 

【事務局】前回の事情聴取も来ていただきまして、その後、我々の方で、図面、と転用する

のは仕方ないんですけども、何が問題やというと、要は変更があっても、そのまま報告もな

しに変更してしまうというところが問題だろうということで、我々の方からも○○さんの方

にしっかり伝えさせていただきましたので、それを踏まえて、今回議案にも付けさせていた

だいておりますスケジュールもこれからこの計画で進めていくということで確認しており

ますのでよろしくお願いいたします。 

【４番委員】書面はかわしてある？ 

【事務局】変更あった場合にすぐ、報告するようにというところは書面上では交わしてはな

いんですけども、今回スケジュール的なことに関しては議題につけさせていただいている通

り、不動産の方から書面でいただいて、そこのスケジュール的な確認できるかなと思うんで

すけども、とにかく変更があった時には、事務局に一報を入れるようにということは、社長

に来ていただいて、お話をさせていただきますので、よろしくお願いします。 



【議長】こういうところの分譲については、大体〇〇さん、申請出したものの8割が売れた

らっていう話やったと思うんです。これは、決まりではなくて、内々の規定というか、小浜

市農業委員会の中の内規みたいなものがあったと思うんですけれども、ちょっと○○さんと

私も話しさせてもらって、今ある土地をこういう形で計画で売っていきますよ、それから自

分とこの資金がこれだけあるので、それで、いわゆるそのパンクすることはございませんと

いうような、エビデンスを資金計画でいただいたということでよろしいですね。で、これに

ついてまたご意見があればお願いいたします。 

他にご意見ないですか。ないようですので、原案どおり県に進達することに賛成の方の挙

手を願います。 

（全員挙手） 

【議長】挙手全員ですので、『議案第１５８号農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて』は、原案どおり県へ進達させていただきます。 

続きまして、『議案第１５９号現況証明申請について』を上程いたします。事務局の説明

を求めます。 

＜事務局説明する＞ 

【議長】続いて、現地調査委員の報告を求めます。 

＜現地調査委員報告する＞ 

【議長】それではご審議願います。 

(審議) 

【議長】ご意見ないですか。ないようですので、原案どおり決定することに賛成の方の挙手

を願います。 

（全員挙手） 

【議長】挙手全員ですので、『議案第１５９号現況証明申請について』は、原案どおり決定

させていただきます。 

続きまして『議案第１６０号令和８年度最適化活動の目標の設定等について』を上程いた

します。事務局の説明を求めます。 

＜事務局説明する＞ 

【議長】それではご審議願います。 

（審議） 

【議長】ご意見ないですか。ないようですので、「異議なし」とすることに賛成の方の挙手

を願います。 

（全員挙手） 

【議長】挙手全員ですので、原案どおり『議案第１６０号令和８年度最適化活動の目標の設

定等について』は、「異議なし」とさせていただきます。 

続きまして『議案第１６１号令和７年度の目標およびその達成に向けた活動の点検・評価

について』を上程いたします。事務局の説明を求めます。 

＜事務局説明する＞ 

【議長】それではご審議願います。 



（審議） 

【議長】ご意見ないですか。ないようですので、「異議なし」とすることに賛成の方の挙手

を願います。 

（全員挙手） 

【議長】挙手全員ですので、原案どおり『議案第１６１号令和７年度の目標およびその達成

に向けた活動の点検・評価について』は、「異議なし」とさせていただきます。 

続きまして、『報告第４３号相続等権利取得の届出による受理通知書の発行について』事

務局の説明を求めます。 

＜事務局説明する＞ 

【議長】これですべての議案を終了しました。その他、何かございましたらお願いします。 

【議長】また、農業委員、農地利用最適化推進委員より農地利用最適化推進活動報告があれ

ばお願いします。 

＜農業委員、農地利用最適化推進委員より５月の農地利用最適化推進活動報告を行う＞ 

＜事務局事務連絡＞ 

＜事務局長来月の日程報告＞ 

【議長】他にないようでしたら以上をもちまして、第３６回農業委員会を終了させていただ

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和８年  月  日 

 

 

【議長】                     

 

 

 

署名委員                     

 

 

 

                         

 

 


